
 

 

介護予防支援業務の委託について 
                              

 

・ 介護予防ケアマネジメント・介護予防支援事業とは 

要介護認定で要支援１・要支援２と認定された人、および介護予防・生活支援サービス

事業（総合事業）の事業対象者への介護予防ケアマネジメントを行います。 

状態の改善や重度化の予防を内容とした介護予防ケアプランを作成し、その人の自立

支援を目指します。 

 

 

・   指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準について 

 

介護保険法第 12 条 指定介護予防支援事業者は、法第 115 条の 23 第 3 項の規定によ

り指定介護予防支援の一部を委託する場合には、次の各号に掲げる事項を遵守しなけれ

ばならない。 

 委託に当たっては、利用者へ十分な説明と意向を踏まえながら、中立性及び公正性の

確保を図る 

また地域包括支援センター運営協議会（介護保険法施行規則（平成 11年厚生省令第 36

号）第 140 条の 66 第一号ロ⑵に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。）の

議を経なければならないこと。 

 

 

■令和４年度（７月〜１２月） 

センター名 事   業   所   名 

東地域包括 

支援センター 

居宅介護支援事業 さど 佐渡市立両津病院 

ケアプランセンターなんだい 居宅介護支援 ふれあい館 

佐渡市介護老人保健施設 すこやか両津 ケアプラン後藤 

居宅介護支援事業所 新穂愛宕の園 社協ケアプランセンターなごみ 

西地域包括 

支援センター 

社協ケアプランセンター天領 居宅介護支援事業所 真野の里 

社協ケアプランセンターおもと 居宅介護支援 ふれあい館 

居宅介護支援 高千の里 ケアプランセンターなんだい 

社協ケアプランセンターきずな 社協ケアプランセンターなごみ 

ケアプラン後藤 居宅介護支援事業所 新穂愛宕の園 

ケアプランかず  

中地域包括 

支援センター 

居宅介護支援 ふれあい館 居宅介護支援事業所 真野の里 

ケアプランセンターなんだい 居宅介護支援事業所 新穂愛宕の園 

居宅介護支援事業 さど 社協ケアプランセンターきずな 

ケアプラン後藤  

南地域包括 

支援センター 

居宅介護支援 南佐渡 ケアプランセンターなんだい 

社協ケアプランセンターおもと ル・ソレイユ函南居宅介護支援事業所 
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